
 

日高川町スポーツ合宿等誘致補助金交付要綱 

 

(目的) 

第１条　この要綱は、本町におけるスポーツ・文化合宿等（以下「合宿等」という。）

の誘致を推進することにより、スポーツ・文化を通じた交流人口の拡大及び地域の活

性化を図ることを目的とし、本町内で合宿等を実施する団体に対し予算の範囲内にお

いて補助金を交付するものとし、その交付に関しては日高川町補助金等交付規則（平

成１７年日高川町規則第２７号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。 

(補助金の交付対象団体) 

第２条　補助金の交付の対象となる団体（以下「補助対象団体」という。）は、次条に

定める補助金の交付対象事業を実施する町外の小学校の児童、中学・高校の生徒、短

期大学・大学等の学生で構成されたスポーツ団体及び文化団体とする。 

(補助金の交付対象事業) 

第３条　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、合宿等

を実施する場合であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(１) スポーツ・文化合宿及びゼミ合宿であること。 

(２) 町内の宿泊施設（旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）による営業許可を取

得している施設に限る。）に宿泊すること。 

(３) 前号の宿泊の当日又は翌日に、町内の体育施設又は社会教育施設等を利用する

こと。 

(４) １日の宿泊人数が１０人以上の団体であること。 

ただし、宿泊者とはスポーツ・文化合宿等に参加した選手（部員・団員）及び指導

者等（部長、監督、コーチ、マネージャー等をいい、保護者及び付添人は含まな

い。）をいう。 

(５) １回の合宿等における宿泊延べ人数が３０人以上であること。この場合におい

て、複数の補助対象団体が、合同で、又は、同一の目的で合宿等を行うときは、

それぞれの補助対象団体の延べ宿泊数を合算するものとする。 

(６) 当該合宿等について、国、県又は他の地方公共団体から助成を受けていないこ

と。 

(補助金の額及び限度額) 

第４条　補助金の額は、宿泊延べ人数に１，０００円を乗じて得た額とし、第２条に規

定する１団体当たり２００，０００円を限度とする。ただし、同一団体への交付は同

一年度内において１回を限度とし、予算の範囲内で交付するものとする。 

(補助金の交付申請) 

第５条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、あらかじめ

日高川町スポーツ合宿等誘致補助金交付申請書（様式第１号）に、町長が必要と認め

る書類を添付し、町長に提出しなければならない。 

(補助金の交付決定) 

第６条　町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認

めたときは、日高川町スポーツ合宿等誘致補助金交付決定通知書（様式第２号）によ

り申請者に通知するものとする。この場合において、町長が必要と認めるときは、条



件を付することができる。 

(申請内容の変更等) 

第７条　申請者は、補助金の交付決定後において、申請の内容を変更しようとするとき、

又は中止しようとするときは、あらかじめ日高川町スポーツ合宿等誘致補助金変更・

中止承認申請書（様式第３号）を町長に提出し、その承認を得なければならない。た

だし、補助金の増額を伴わない場合は省略することができる。 

２　町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めた

ときは、日高川町スポーツ合宿等誘致補助金変更・中止承認通知書（様式第４号）に

より申請者に通知するものとする。 

(実績報告及び補助金の交付請求) 

第８条　補助金の交付決定を受けた申請者（以下「実施団体」という。）は、当該補助

決定事業が完了したときは、速やかに日高川町スポーツ合宿等誘致補助金実績報告書

兼交付請求書（様式第５号）に、次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなけ

ればならない。 

(１) 合宿等の内容及び日程が記載されている書類 

(２) 日高川町スポーツ合宿等参加者名簿（様式第６号） 

(３) 日高川町スポーツ合宿等宿泊証明書（様式第７号） 

(４) 体育施設等の使用許可書の写し 

(５) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

(補助金の額の確定及び交付) 

第９条　町長は、前条の規定による実績報告書兼交付請求書の提出があった場合は、そ

の内容を審査し、適当と認めたときは、日高川町スポーツ合宿等誘致補助金確定通知

書（様式第８号）により実施団体に通知するとともに、補助金を交付するものとする。 

(検査等) 

第10条　町長は、補助金の適正な運用を図るため、必要があるときに実施団体に対し報

告を求め、又は指示し、若しくは帳簿等関係書類の検査を行うことができる。 

(補助金の返還等) 

第11条　町長は、実施団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決

定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(２) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき、又は町

長の指示に従わなかったとき。 

(３) この要綱に違反したとき。 

(４) その他町長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。 

２　町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取

消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、実施団体に対し期限を定

めてその返還を命ずるものとする。 

３　前２項の規定は、第９条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用

する。 

(その他) 

第12条　この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附　則 



　この要綱は、令和３年７月１日から施行する。 

　附　則 

　この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附　則 

　この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附　則 

　この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 


